
現行の県南地域医療構想の評価について
栃木県保健福祉部医療政策課・県南健康福祉センター

• 現行の地域医療構想（2015年度策定）は、2025年における医療需要を推計して病
床機能区分ごとの必要病床数を算出し、その実現に向けた施策等をまとめたもの

• 目標とする2025年度を迎えたことから、現状を把握し、これまでの取組を振り返ることで現
行の地域医療構想を評価

• 現行の地域医療構想の評価を踏まえて、来年度以降、新たな地域医療構想の策定に向
けた検討につなげるもの

本資料の趣旨

評価に当たっての注意事項
• 2025年の数値について、現行の地域医療構想策定時に使用したデータと同一の形式の
データを使用していない箇所があり、そのような箇所については単純比較できない
※ 特に、現構想策定時に厚生労働省から配布された「必要病床数推計ツール」により集
計したものについては、2025年時点のデータがないため、別のデータから同様の数値を
算出している点に注意が必要
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第３回県南地域医療構想調整会議・県南構想
区域病院及び有床診療所等会議 合同会議



施策の方向性（2015策定時点）
• 高度急性期、急性期において現在担っている機能の維持・強化
• 回復期機能等を確保するため、地域バランスを考慮した、病床機能転換等、設備整備等の
促進

• 慢性期患者及びその家族を支えるために必要な病床や在宅医療、介護施設等の役割分
担や連携等の構築

１ 現行の地域医療構想策定時の「現状」と「施策の方向性」

現状（2015策定時点）
• ２つの特定機能病院に、三次救急や子ども医療センター、総合周産期母子医療センター機
能が集約されている。

• 高度急性期、急性期を中心に県内外からの患者の流入がみられる
• 慢性期で患者の流出がみられ、在宅医療等の充実が求められるが、在宅医療に取り組む医
療従事者の確保が難しい
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２ 現行の地域医療構想策定時と現状の比較

※ 2025年の人口は栃木県毎月人口推計(2025.12.1)より

(1)人口

人口は減少しているが、県人口に占める県南圏域人口の割合は増加
⇒県南圏域は人口減少率が比較的緩やか
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人口
10万対

訪問看護
ステーション

人口
10万対

在宅療養支援
診療所

区分

4.1
(4.3)

20施設
(  86施設)

10.9
(7.7)

53施設
(155施設)

2014

12.0
(12.7)

56施設
(237施設)

10.9
( 8.6)

51施設
(160施設)

2025

+8.1
(+8.7)

+36施設
(+151施設)

0.0
(+0.9)

▲2施設
(+5施設)

増減

※ 施設数の()内は県全体数、人口10万対の()内は県平均

※ 令和7(2025)年度栃木県病院・診療所名簿より

※ 在宅療養支援診療所施設数は厚生局 施設基準の届出状況(2025.12.1)より
※ 訪問看護ステーション施設数は医療政策課調べ(2026.1.1時点の数)
※ 人口は栃木県毎月人口統計(2025.12.1)より 介護施設数は１施設減少したものの、入所施設の定員は

人口10万対で増加訪問看護ステーションが20施設から56施設に増加

病床計

有床診療所病院

療養病
床

一般
病床

施設
数

療養
病床

一般
病床

施設
数

4,99420354246533,967242014

4,86812248187303,878232025

▲126▲8▲106▲6+77▲89▲1増減

２ 現行の地域医療構想策定時と現状の比較
(3)医療機関等比較

※ 高齢対策課調べ（R8.1.1現在）R7.12.1現在人口：県南、栃木県

人口
10万対

介護老人保健施設
施設数

人口
10万対

特別養護老人ホーム
施設数

区分

3.3
( 3.3)

16施設
（ 65施設）

10.6
(10.3)

51施設
（203施設）

2014

3.2
( 3.3)

15施設
（ 62施設）

13.3
(12.8)

62施設
（238施設）

2025

▲0.1
(０.０)

▲1施設
（ ▲3施設）

＋2.7
(＋2.5)

＋11施設
（＋35施設）

増減

人口
10万対

介護老人保健施設
定員

人口
10万対

特別養護老人ホーム
定員

区分

299.8
(284.3)

1,444人
(5,617人)

452.4
(453.3)

2,179人
(8,956人)

2014

305.8
(297.5)

1,424人
( 5,551人)

580.2
(596.8)

2,702人
(11,134人)

2025

+60
(+13.2)

▲20人
(▲66人)

+127.8
(+143.5)

＋523人
(+2,178人)

増減

(4)介護施設 （施設数）

介護施設（入所施設の定員）
病床数は全体で126床減少。
内訳は、一般病床が▲195床、療養病床が＋69床
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※ 施設数、定員の()内は県全体数、人口10万対の()内は県平均

※ 高齢対策課調べ（R8.1.1現在）R7.12.1現在人口：県南、栃木県



※ 人数の()内は県全体数、人口10万対の()内は県平均

保健師、助産師、看護師及び准看護師はR6(2024)看護職員調査より

人口
10万対

薬局･医
療施設従
事薬剤師

人口
10万対

医療施設
従事歯科
医師

人口
10万対

医療施設
従事医師

区分

180.6
(151.6)

870人
(3,001人)

68.5
(65.6)

330人
(1,299人)

377.4
(212.9)

1,818人
(4,214人)

2014

232.9
(188.0)

1,085人
(3,510人)

75.8
(69.4)

353人
(1,295人)

428.6
(246.6)

1,997人
(4,605人)

2025

+52.3
(+36.4)

+21.5人
(+50.9人)

+7.3
(+3.8)

+23人
(▲4人)

+51.2
(+33.7)

+179人
(+391人)

増減

医師、歯科医師、薬剤師数はR6医師・歯科医師・薬剤師統計より

人口10万対就業助産師人口10万対就業保健師区分

33.4(23.3)161人(462人)41.5(42.3)200人(837人)2014

43.6(31.1)203人(581人)57.9(57.5)270人(1,074人)2025
+10.2(+7.8)+42人(+119人)+16.4(+15.2)+70人(+237人)増減

保健師、助産師、看護師及び准看護師はR6(2024)看護職員調査より

人口10
万対

計人口10
万対

就業
准看護師

人口10
万対

就業
看護師

区分

12.4
(10.9)

5,991人
(21667人)

272.1
(335.8)

1,311人
(6,648人)

971.4
(758.6)

4,680人
(15019人)

2014

15.2
(13.2)

7,071人
(24617人)

216.8
(274.7)

1,010人
(5,129人)

1,300.9
(1043.8)

6,061人
(19488人)

2025

+2.8
(+2.3）

+1,080人
(+2950人)

▲55.3
(▲61.1)

▲301人
(▲1519人)

+329.5
(+285.2)

+1,381人
(+4469人)

増減

(5)医療従事者

２ 現行の地域医療構想策定時と現状の比較
区域内の人口10万人当たりの医療従
事者数は、准看護師以外は増加 (6)受療動向

流出流入区分

15.2%47.8％2011 栃木県医療実態調査
病院の一般病床及び療養病床への

入院患者

7.8%48.9％2022 DPCデータ
令和6年第1回県南地域医療構想

調整会議資料3-2より

流出は15.2％から7.8％と半減。流
入は2011年が47.8％、2022年が
48.9％と大きな変化はない

令和6年第1回県南地域医療構想調整会議資料3-2より
出所：DPCデータ様式1(期間：令和4年4月～令和5年3月、施設数：県内64病院)より作成
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計慢性期回復期急性期高度急性期機能区分

3,9815271,5861,353515医療需要(人/日)

4,7575731,7621,735687必要病床数(床)

計慢性期回復期急性期高度
急性期

機能区分別
入院実績

3,1524642917481,6492016(人/日)

3,6095614061,0841,5592025(人/日)

+457+97+115+336▲90実績の増減(人/日)

100.014.79.223.752.32016入院実績に
占める割合(%)

100.017.812.934.449.52025入院実績に
占める割合(%)

+3.1+3.7+10.7▲2.8割合の増減(%)

3,522265

～174点

1,054

175点～
599点

539

600点～
2999点

1,664

3000点～

【参考】
DPC病床の
入院実績(人/日)

医療資源投入量
ﾍﾞｰｽ

※ 入院実績は病床機能報告より（延べ在棟患者数/365で計算）
※ 【参考】入院実績はR4年度DPCデータより

(7)現行の地域医療構想における
2025年の医療需要と必要病床数

２ 現行の地域医療構想策定時と現状の比較

○現行の地域医療構想の医療需要推計方法
①将来の医療需要（１日当たりの入院患者延べ数）
性別及び年齢階級別の【将来推計人口】×【2013年の入院受療率】
の総和
②流出入の調整
【上記①】＋【他地域からの流入患者数】ー【他地域への流出患者数】
③病床の必要量
【上記②】÷病床稼働率（※全国一律）
※高度急性期0.75,急性期0.78,回復期0.90,慢性期0.92 

医療需要は医療機能別に推計することとし、人口当たりの、特定の範囲
の医療密度の入院医療を受けている患者数をその機能の入院受療率と
している。

厚生労働省から配付された「必要病床数等推計ツール」を用いて推計。

(8)病床機能報告の入院実績・病床数の比較
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計慢性期回復期急性期高度
急性期

機能区分別
病床数

4,7185753351,5202,2692014

4,8586255011,5212,2112025

+140+50+166+1▲58増減

※現行の県南地域医療構想より

※2014は現行の県南地域医療構想(H26病床機能報告)より
2025はR7病床機能報告（速報版）より

(床)

入院実績：病床機能報告は病院による病棟毎の報告。一方、医療
資源投入量ベースは入院の中での点数により区分。特に、急性期、
回復期、慢性期で乖離が見られる



３ 評価
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(1)策定時と現状比較のまとめ

• 県南圏域の人口は、2014年度時点の約48万2千人から、2025年度は約46万5千人に減少
• 65歳以上老年人口は約11万5千人から約15万３千人に増加し、老年人口の占める割合は、
24.1％から32.9％に増加

• 病床数では、許可病床は126床の減少(一般病床▲195,療養病床+69)
～一般病床は有床診療所の減が大きく、療養病床は病院の病床数の増加による

• 医療機能別の稼働病棟の病床数では、回復期及び慢性期が増加
(高度急性期▲58、急性期+1、回復期+166、慢性期+50)

• 在宅療養支援診療所の施設数は２施設減少（53施設➝51施設） 。一方で訪問看護ステー
ション数は2.8倍（20施設➝56施設）に増加。人口10万対では、訪問看護ステーション数は
4.1から12.0に増加。

• 介護施設は、定員の人口10万対でみると、特別養護老人ホームが452人から580人、介護老人
保健施設が300人から306人と、増加

• 医療従事者数は各職種ともに増加(職業准看護師は単独では減少したが看護職全体では増加)
• 受療動向において、流出は15.2％から7.8％と半減、流入は2011年47.8％、2022年48.9％
と大きな変化はない

• 急性期では、入院実績で約45％増、病床数は微増
回復期については、入院実績で約40％増、病床数で約50％増
慢性期では、入院実績で約21％増、病床数で約9％増



３ 評価
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(2)新たな地域医療構想の策定に向けて

• 現行地域医療構想の評価と、今回策定する県南構想区域グランドデザインの内容を踏まえ、新た
な地域医療構想の策定に向けた検討を進める

• 現行地域医療構想策定時点から継続して課題となっている事項については、引き続き対応を行う
• 精神医療などが新たに構想の対象に組み込まれることから、これらの分野に係る地域の実情に応じ
た必要な体制整備を検討する

• 2040年に向けて高齢者数が増加していくことから、在宅医療・介護需要が今後一層高まる見込
みであり、患者本人の意思を尊重した医療介護を提供できる体制の検討、整備を進める

• 生産年齢人口の減少に伴う医療従事者の確保難に対応するため、医療DX等による業務効率
化とともに、医療機関の連携、再編、集約化を推進する

• 地域の限られた医療資源を効率的に活用するため、医療機関の役割分担の整理と、医療機関
間や医療機関と介護施設等との連携を進める

• 今後とも特定機能病院を中心に流入が多く見込まれることから、現在担っている機能の維持・強
化を図るとともに、流出入の状況を踏まえた圏域全体の持続可能な医療提供体制を構築する



今後の人口や医療ニーズの変化に対して限りある医療資源を有効に活用し効率的に対応していくため、県南構
想区域においては、2040年に向けて、地域での完結・充実を目指す医療と広域・県域で対応する医療を次のと
おり整理し、区域内の医療機関間、医療機関・高齢者施設間の機能分化・連携の体制を明確にする。

県南構想区域においては、他の構想区域（隣接圏域、県内外を含む）から流入する患者への対応も前提とし
た上で、必要な医療提供体制の確保を図る。

医療機関間の連携、医療と介護の連携については、より具体的な手法により、円滑かつ継続的に連携が図られ
る体制の確保を図る。

救急医療については、あり方検討の協議結果も踏まえつつ、地域・広域で必要な医療提供体制の確保を図る。

在宅医療については、高齢化等に伴う需要増加を見据えた提供体制の確保を図る。

外来医療については、かかりつけ医機能のあり方等を踏まえ、限られた医療資源の効率的な活用を目指す。

・初期・二次救急
・主に高齢者が罹患する疾患に対する医療
・在宅復帰を目的とする医療 (リハビリテーション等)
・療養生活を支える在宅医療等

県南地域での完結・充実を目指す医療

・三次救急
・高度急性期医療
・希少疾患に対する医療
・新興感染症

県南構想区域グランドデザイン（案） 資料
２

令和８（2026）年３月10日(火)
第３回県南地域医療構想調整会議・県南構想
区域病院及び有床診療所等会議 合同会議

・結核医療

広域・県域で
対応する医療

栃木県 保健福祉部医療政策課、県南健康福祉センター

1



対応方針現状・課題

• 医療・介護データ分析等により、圏域の患者の流出入状況を把握し、人口
動態や医療資源も踏まえ、医療提供体制を検討する

• 人口の減少は他圏域と比較すると緩やかに推移するが、高齢
者の医療需要は増加

• 県南圏域は他圏域からの流入が多い

医療
需要

• 初期救急、二次救急の各段階における医療機関の役割分担を整理する
• 住民に対し救急の役割について更なる普及啓発を図る

• 初期救急のあり方の検討
• 二次救急の体制の強化
• 特定の病院への救急搬送の集中

救急
医療

• 医療・介護データ分析により入院から在宅医療・介護施設への患者の移
行状況を分析し、在宅医療の提供体制等の現状を把握する

• 人材育成、医療機関間・医療介護多職種間の連携強化を図る

• 在宅医療の需要増加を見据えた提供体制の確保
• 医療的ケアの供給体制や在宅患者の急変時に対応できる体
制の構築

在宅
医療

• かかりつけ医機能報告制度の周知を図る
• 外来機能の協議を実施、外来機能報告で紹介・逆紹介を進める

• かかりつけ医機能報告制度の開始
• 大病院への外来集中、外来の役割分担が不十分

外来
医療

• 医療・介護データ等により現状を把握する
• 医療機関と介護施設の役割・機能分担について検討する
• 医療と介護の関係者が定期的に集まるなどルールづくりを検討する

• 情報共有体制の構築・多職種の連携と各職種のスキルアップ
• 医療機関と介護施設間の円滑な入退院調整（患者情報の
共有、救急車の利用など）

医療と
介護の
連携

• 広域的病院、地域的病院それぞれの役割整理と連携のあり方を検討する
• 他圏域、他県との連携を図る
• 住民をはじめ、医療・介護関係者へACPの更なる普及啓発を図る

• 大学病院等の存在や、県境の立地も踏まえたあり方の検討
• ACP策定など患者の意思決定についての取組その他

現状課題及び対応方針

2



外来医療計画に基づく取組状況について
栃木県 保健福祉部医療政策課、県南健康福祉センター

１ 令和７年度外来機能報告 集計結果の概要

２ 紹介受診重点医療機関に係る協議

３ 外来医療計画に係る医療機器の効率的な活用

４ 地域で不足する外来医療機能に係る意向確認書の提出状況

資料
３

令和８（2026）年３月10日(火)
第３回県南地域医療構想調整会議・県南構想
区域病院及び有床診療所等会議 合同会議
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那須赤十字病院、国際医療福祉大学病院、済生会宇都宮病院、
栃木県立がんセンター、芳賀赤十字病院、自治医科大学附属病院

厚生労働省資料を
加工し追記

【水準◯】NHO栃木医療センター、NHO宇都宮病院、TMCしもつが、
新小山市民病院、獨協医科大学病院、足利赤十字病院、
佐野厚生総合病院、佐野医師会病院

【水準× 地域医療支援病院○】獨協医科大学日光医療センター

3



・ 紹介受診重点外来の初診に占める割合が40％以上又は再診に占める割合が25％以上の場合は太字斜体（重点外来に係る基準を満たす場合はいずれも太字斜体)
・ 紹介率50％以上又は逆紹介率40％以上の場合は太字斜体（紹介率・ 逆紹介率に係る水準を満たす場合はいずれも太字斜体） ※有床・無床診療所は任意回答

：紹介受診重点医療機関（R7.8公表）
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・ 紹介受診重点外来の初診に占める割合が40％以上又は再診に占める割合が25％以上の場合は太字斜体（重点外来に係る基準を満たす場合はいずれも太字斜体)
・ 紹介率50％以上又は逆紹介率40％以上の場合は太字斜体（紹介率・ 逆紹介率に係る水準を満たす場合はいずれも太字斜体） ※有床・無床診療所は任意回答
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外来医療計画に係る医療設備・機器等の効率的な活用について外来医療計画に係る医療設備・機器等の効率的な活用について

【外来医療計画の共同利用方針】
医療機関が対象とする医療機器（※）を購入する場合は、当該医療機器の共同利用

に係る計画を作成し、地域医療構想調整会議において確認を行う。
共同利用を行わない場合については、その理由について、地域医療構想調整会議で

確認する。

※ 対象となる医療機器
① CT ② MRI ③ PET ④ 放射線治療 ⑤ マンモグラフィ

県南構想区域の提出状況 （Ｒ７年３月～Ｒ８年１月分）

共同利用
不可の理由

共同利用の
相手方

共同利用台数医療機器等医療機関名

診療所であり院内で利用
他院からの紹介は見込まれない

ー不可１マルチスライスCTCT
みぶ整形外科
クリニック

１

診療所であり院内で利用
他院からの紹介は見込まれない

ー不可１マルチスライスCTCT
やまだ整形外科内科
クリニック

２

療養介護事業・医療型障害児入所
施設のため、関係施設のみで利用
他院からの紹介は見込まれない

ー不可１マルチスライスCTCT星風会病院星風院３

○ 地域医療支援病院（新小山市民病院及びとちぎメディカルセンターしもつが）では、地域連携医療機関との間で医療
機器の共同利用実績がある。
今後とも、医療機器の効率的な活用に向けて、医療機器の備付届提出時等に共同利用計画書の提出について働きか
けを行っていく。 6



地域で不足する外来医療機能に係る意向確認書の提出状況
外来医療計画に基づく地域における外来医療機能の不足・偏在等への取組について

外来医療計画（８期前期計画）の概要

全ての二次保健医療圏において必要な外来医療提供体制が確保されるよう、新規開業希望者の自
主的な行動変容が求められている。特に、既に診療所医師数が一定程度充足していると考えられ
る外来医師多数区域での新規開業については、新規開業希望者に対して外来医師の偏在の状況を
十分に踏まえた判断を促す必要がある。

そのため、外来医師多数区域においては、新規開業者に対して、外来医療に関する情報を提供す
るとともに、地域で不足する外来医療機能* を担うことへの協力を求める。

*「夜間や休日等における地域の初期救急医療」、「在宅医療」

併せて、「外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン」の改正（令和５年３月）
に伴い、外来医師多数区域以外の区域においても、当該地域で不足する医療機能を担うよう求め
ることとする。

二次医療圏ごとの外来医師偏在指標や外来医療に関する情報等を提供する

新規開業者に対して、開設届と併せて「意向確認書」の提出を求めることにより、
地域で不足する外来医療機能等を担うことへの意向を確認する

合意の状況については、「外来医療に関する協議の場（＝地域医療構想調整会
議）」において、意向確認書の提出状況を共有する
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地域で不足する外来医療機能に係る意向確認書の提出状況

県南医療圏 令和７年４月～令和８年１月分
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地域医療構想の進め方について

R8.1.28第10回厚生労働省「地域医療構想
及び医療計画等に関する検討会」資料

栃木県 保健福祉部医療政策課、県南健康福祉センター

1

資料
４

令和８（2026）年３月10日(火)
第３回県南地域医療構想調整会議・県南構想
区域病院及び有床診療所等会議 合同会議



■構想区域の点検・見直しについて

厚生労働省「地域医療構想及び
医療計画等に関する検討会」資料
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■構想区域の点検・見直しについて

厚生労働省「地域医療構想及び医療
計画等に関する検討会」資料

「人口20万人未満であれば一律に区域見直し」ではなく、二次医療圏としての医療提供体制の維持確保が難
しいと考えられる一つの目安が人口20万人であることから目安を設定したもの
⇒ 本県としては、構想区域の見直しは不要か 3



■医療機関機能について

厚生労働省「地域医療構想及び
医療計画等に関する検討会」資料

「高齢者救急」の定義については国で検討中

医療機関機能の決定については、まずは医療機関が自ら検討を行い医療機関機能を報告し、その後調整会議にて当
該報告結果のほか客観的なデータも踏まえながら協議の上、2028年度までに決定することとなる見込み 4



■医療機関機能について

厚生労働省「地域医療構想及び
医療計画等に関する検討会」資料
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■医療機関機能について R8.1.28第10回厚生労働省「地域医療構
想及び医療計画等に関する検討会」資料

必ずしも既存の施設類型に応じて機械的にあてはめていくのではなく、その医療機関が担っている（今後担う）
役割に応じて医療機関機能を検討していく 6



■地域医療構想調整会議での検討事項について

R8.1.28第10回厚生労働省「地域医療構
想及び医療計画等に関する検討会」資料

精神医療に係る国ガイドライン発出がR8(2026)年度末であることから、
都道府県での協議はR9(2027)年度から開始の見込み

7



令和9(2027)年度令和８(2026)年度令和７(2025)年度年度
• 調整会議で協議の上、各医療機関が報告
する医療機関機能を決定【全区域】

• 医療機関機能に着目した医療機能の分化・
連携に係る協議【全区域】
⇒令和10(2028)年度中に新たな地域医療
構想を策定

• 新たな地域医療構想の策定に向けた取組を
開始（グランドデザインも踏まえて検討）【全
区域】

• 精神医療に係る地域医療構想ガイドライン
検討【国】

• 新たな地域医療構想に係るガイドライン検討
【国】

• 区域対応方針に基づく取組の実施【宇都
宮】

• グランドデザインの策定【宇都宮以外】

取組
内容

栃木県地域医療構想調整会議各地域の地域医療構想調整会議月
○新たな地域医療構想策定に係るガイドラインの内容を整理
（策定に向けたスケジュールの確認・調整）
○今後の調整会議のあり方（委員構成等）の検討開始
【参考】現委員の任期満了日は令和9(2027)年3月31日

4̃6月

○第１回栃木県地域医療構想調整会議の開催
医療介護総合確保基金の事後評価
構想区域の見直しに係る各区域の協議結果の報告

○第１回地域医療構想調整会議の開催
構想区域の点検・見直しの要否を協議
○国から新たな地域医療構想策定データセットの提供
データセットをもとに人口推計、既存病床数、人材等の医療
資源等のデータから現状を把握し、グランドデザインも踏まえ、
今後の地域課題を検討

7̃9月

○第２回地域医療構想調整会議の開催
現状を踏まえた今後の地域課題の共有
地域毎の必要病床数（案）の協議

1 0 ̃ 1 2 月

○第２回栃木県地域医療構想調整会議の開催
現状を踏まえた今後の地域課題、全域で対応すべき課題の共有
地域毎及び県全体の必要病床数の決定
医療機関機能（素案）の提示
構想策定に向けたR9年度の取組について

○第３回地域医療構想調整会議の開催
地域毎の必要病床数の決定
医療機関機能（素案）の提示
R9年度の調整会議のあり方（委員構成等）の協議
構想策定に向けたR9年度の取組について

1̃3月

スケジュール（全体）

スケジュール（R8年度予定）

※ 上記スケジュールは現時点での想定であるため、厚生労働省の協議の進捗状況等により今後変更が生じるおそれがある。

■本県における地域医療構想の進め方について 新たな地域医療構想はR8年度策定予定としていたが、「地域
医療構想及び医療計画等に関する検討会 新たな地域医療
構想 とりまとめ（案）」で2028年度までの策定、との説明が
あり、栃木県では、R10年度に策定を想定している

8



かかりつけ医機能報告制度の協議の場について

かかりつけ医機能報告制度の概要 （かかりつけ医機能報告マニュアル）

R8年度における
栃木県の対応

４月以降 県HP
にて公表(予定)

７月 地域医療構想
調整会議

12月 地域医療構
想調整会議

集計結果の報告

各地域の
課題・対応策の検討

12月以降 県HP
にて公表（予定）

お忙しい中、ご報告いただきありがとうございます。
まだお答えいただいていない病院・診療所様におかれましては、期日の３月31日までの回答に御協力をお願いいたします。

令和8年度以降は制度開始直後で報告内容が見通せないため、まずは地域医療構想調整会議で協議します。
７月に集計結果の報告、12月に各地域の課題・対応策についての検討を行い、結果を県のHPで公表いたします。
事業の方向性が定まり次第、適切な会議体において開催する予定です。

資料
５

令和8(2026)年3月10日
第3回県南地域医療構想調整会議・県南構想
区域病院及び有床診療所会議 合同会議

栃木県 保健福祉部医療政策課



医療・介護体制検討部会 実施状況
県南健康福祉センター

経過
•令和２年度：県南地域医療構想区域における在宅医療及び医療・介護連携の推進
に関する事項等を協議する場として設置
•令和３～４年度：コロナ禍での開催中止
•令和５～７年度：在宅療養者の急変時の対応や、日常の療養支援について検討

構成員
•在宅医療分野（各地区医師会､地区歯科医師会､地区薬剤師会､訪問看護ステーション）
•介護分野（老人福祉施設、老人保健施設、ケアマネジャー）
•行政（管内市町担当者）
※その他、R6年度から栃木地区及び小山地区から各１箇所の入院医療機関に出席を依頼

1

資料
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令和８（2026）年３月10日(火)
第３回県南地域医療構想調整会議・県南構想
区域病院及び有床診療所等会議 合同会議



令和５～６年度：意見交換の結果

2

日常の療養支援（=本人の意思（希望）が尊重される療養支援）
• ACP （人生会議）は、介護保険導入時、又は在宅医療導入時が開始の良い機会
になる。また、患者・家族の揺れ動く気持ちを把握し、多職種で共有する仕組みが
必要である。

• 食事、服薬、生活等、本人が望むことを日頃の支援の中でよく聞き取り（ACP）、多
職種で共有して支援することが必要である。

急変時の対応（円滑な検査・入院の調整）

• 在宅療養者の急変時に、在宅医が診察の上、入院医療機関に患者の状態を情
報提供されると受入れの円滑な調整につなげやすい。

• 日頃から、在宅医や訪問看護ステーション、入院医療機関等が共通のツールで、
患者の状態をやりとりしていると入退院の調整がしやすい。

• 入院医療機関が満床となり受入れ困難となる状況もあるため、入院中の患者の
転院や退院（在宅療養への移行）の連携体制を検討していく必要がある。



在宅医療提供体制について

・県民が安心して在宅医療を受けられるよう、後方支援体制の構築を図ることが求められている。

・県民が、より満足した人生の最終段階を迎えられるよう、ACPを推進する必要がある。

・R5,6意見交換：日々の業務で課題と感じていること&その対応策（何が必要か）
・R7事前ｱﾝｹｰﾄ：関係者から見た、好事例及びその結果をもたらしたキーポイント

これらを実現するための取組や仕組みのポイント・課題とその対応策
の検討・整理

テーマ
１ 日常の療養支援
・本人の意思（希望）が尊重される療養支援

２ 急変時の対応
・救急搬送時の本人の意思（希望）を尊重した判断

・在宅療養者の急変時の対応における、円滑な検査・入院

実施日 令和８年２月17日（火）

令和７年度：意見交換の目的等
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日常の療養支援

• エンディングノート・ACPの啓発
：自治会等の身近な場面での周知や活用の推進

• 繰り返しや組み合わせによるACPの実践とその共有
：限られた時間の中で回数を重ねる、関係者が確認した本人の価値観をつなぎ合わ

せる取組

• 情報共有ツールの利用者拡大
：ツールの利用が困難な要因の把握と、どのようにして地域へ広げるかが課題

急変時の対応

• 在宅医療（施設を含む）から入院医療機関への受診調整
：入院医療機関が満床の場合でも、検査・診察可能なケースへの対応検討

：患者の意思を尊重するための関係者間でのACPの共有の検討

令和７年度：意見交換の結果（まとめ）
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県南①
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県南②
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令和６年度報告集計結果－１ 病床機能報告（確定版） 県南①
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参考：
前年度確定版



令和６年度報告集計結果－１ 病床機能報告（確定版） 県南②

参考：
前年度確定版
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